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平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会会議録(第１号) 

平成２９年３月１日（水曜日） 

○議 事 日 程 

 平成２９年３月１日 午後１時３０分 開議 

 日程第 １  会議録署名議員の指名 

 日程第 ２  会期の決定 

 日程第 ３  管理者提案理由の説明 

 日程第 ４  議案第 １号 平成２８年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補 

               正予算（第３号）について 

 日程第 ５  議案第 ２号 平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予 

               算について 

 日程第 ６  議案第 ３号 御殿場市・小山町広域行政組合事務局設置条例制定につ 

               いて 

 日程第 ７  議案第 ４号 御殿場市・小山町広域行政組合火災予防条例の一部を改 

               正する条例制定について 

 日程第 ８  議案第 ５号 御殿場市・小山町広域行政組合職員定数条例の一部を改 

               正する条例制定について 

 日程第 ９  議案第 ６号 御殿場市・小山町広域行政組合職員の給与に関する条例 

               の一部を改正する条例制定について 

 日程第１０  議案第 ７号 御殿場市・小山町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等 

               に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１１  議案第 ８号 御殿場市・小山町広域行政組合職員の育児休業等に関す 

               る条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１２  議案第 ９号 御殿場市・小山町広域行政組合職員の配偶者同行休業に 

               関する条例の一部を改正する条例制定について 

 日程第１３  議案第１０号 御殿場市・小山町広域行政組合職員の特殊勤務手当に関 

               する条例の一部を改正する条例制定について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１１名） 

 １番  川 公 子 君         ２番 平 松 忠 司 君 

 ３番 勝間田 幹 也 君         ５番 芹 沢 修 治 君 

 ６番 鈴 木   豊 君         ７番 高 畑 博 行 君 

１０番 渡 辺 悦 郎 君        １１番 田 代 耕 一 君 
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１２番 込 山 恒 広 君        １３番 神 野 義 孝 君 

１４番 梶   繁 美 君 

○欠席議員（１名） 

 ８番 本 多 丞 次 君 

○説明のため出席した者 

 管 理 者        若 林 洋 平 君 

 副 管 理 者        込 山 正 秀 君 

 副 管 理 者        勝 又 正 美 君 

 会 計 管 理 者        勝 又 一 己 君 

 事 務 局 長        青 山 修 二 君 

 消 防 長        田 代 佳 丸 君 

 庶 務 課 長        勝間田 守 正 君 

 施設課長兼焼却センター所長        佐 藤 暁 将 君 

 衛 生 セ ン タ ー 所 長        勝間田 邦 雄 君 

 消防次長兼管理課長        勝間田 淳 欣 君 

 予 防 課 長        長 田 伸 一 君 

 警 防 課 長        田 代 公 一 君 

 通 信 指 令 課 長        村 松 秀 樹 君 

 御 殿 場 消 防 署 長        村 上   武 君 

 小 山 消 防 署 長        山 本 孝 信 君 

 御殿場消防署副署長        谷 中   修 君 

 予 防 課 課 長 補 佐        小 林 真 人 君 

 御 殿 場 市 副 市 長        瀧 口 達 也 君 

 御 殿 場 市 企 画 部 長        志 水 政 満 君 

 御 殿 場 市 総 務 部 長        近 藤 雅 信 君 

 御殿場市環境水道部長        勝間田 安 彦 君 

 小 山 町 副 町 長        田 代   章 君 

 小 山 町 副 町 長        室 伏 博 行 君 

 小山町企画総務部長        湯 山 博 一 君 

 小 山 町 総 務 課 長        小 野 一 彦 君 

○職務のため出席した者 

 広域総務スタッフ副参事        松 本 利 之 

 広域総務スタッフ主幹        長 田 和 美 

 広域総務スタッフ副主幹        飯 田 章 生 
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○議長（神野義孝君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので会議は成立いたしました。 

  ただいまから、平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会を開会いた

します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開会 

○議長（神野義孝君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（神野義孝君） 

  この際、諸般の報告をいたします。 

  ８番、本多丞次議員から、所用のため本日の会議を欠席する旨、届け出がありました

ので、報告いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第１号）、管理者提案理由説明書、以上

でありますので御確認ください。 

  議案書及び議案資料は先に議員各位に配付済みであります。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第７８条の規定により、議長において６番 鈴木 豊議

員、７番 高畑博行議員、以上、２名を指名いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。 

  平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会の会期は、本日３月１日か

ら３月２７日までの２７日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は２７日間と決定いたしました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第３ 「管理者提案理由の説明」を議題といたします。 

  本議会に提出されました議案第１号から議案第１０号について、管理者から提案理由

の説明を求めます。 

  管理者 
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○管理者（若林洋平君） 

  それでは、私のほうから御説明申し上げます。 

  本日開会の御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会に提出いたしました議案の

御審議をお願いするに当たり、その提案理由の概要を御説明申し上げます。 

  議案は全部で１０件あり、予算案２件、条例案８件となっております。 

  以下、議案番号に従い、順次御説明を申し上げます。 

  最初に、議案第１号「平成２８年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第３号）について」申し上げます。 

  今回の補正額は、１，６５４万６，０００円の減額で、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ３３億７，８１６万１，０００円となります。 

  補正の要因といたしましては、１２月補正予算編成後に、ごみ再資源化施設建設事業

に係る国庫補助金が確定したことによるものでございます。 

  また、事業の進捗により、繰越明許費と債務負担行為を設定するものでございます。 

  次に、議案第２号「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算につい

て」申し上げます。 

  平成２９年度の一般会計予算は、歳入歳出それぞれ５０億円で、前年度と比較いたし

ますと１７億３，０００万円の増額となっております。 

  歳出の主なものは、３款の衛生費では、斎場の施設管理費、焼却センターの運営費、

衛生センターの施設管理費、ごみ再資源化施設の施設整備費及び運営費などでございま

す。 

  ４款の消防費では、高機能指令システム延命化事業費、消防本部車両更新整備事業費

などでございます。 

  これらの事業に対する財源構成といたしましては、市町の負担金が２６億９，０００

万円余で歳入予算の５３．９％、国・県支出金が５億９００万円余で１０．２％、繰入

金が３億９００万円余で６．２％、組合債が１１億円余で２２％を占めております。 

  次に、議案第３号「御殿場市・小山町広域行政組合事務局設置条例制定について」申

し上げます。 

  本案は、地方自治法の規定に基づき、事務局の設置について新たに条例を制定するも

のでございます。 

  次に、議案第４号「御殿場市・小山町広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条

例制定について」申し上げます。 

  本案は、消防法施行令の改正に伴い、屋外催しに係る防火管理について、新たに規定

するため、所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議案第５号「御殿場市・小山町広域行政組合職員定数条例の一部を改正する条
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例制定について」申し上げます。 

  本案は、平成３２年度に延伸区間が開通予定の新東名高速道路への出動体制を整える

ため、消防職員の定数について、所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議案第６号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例制定について」、議案第７号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び議案第８号「御殿

場市・小山町広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」の３案につきましては、関連がございますので一括して申し上げます。 

  本３案は、平成２８年人事院勧告に準拠し、扶養手当及び育児や介護に係る休暇制度

について、所要の改正を行うものでございます。 

  次に、議案第９号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する条

例の一部を改正する条例制定について」申し上げます。 

  本案は、人事院規則の改正に合わせて、配偶者同行休業の再延長について、所要の改

正を行うものでございます。 

  次に、議案第１０号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条

例の一部を改正する条例制定について」申し上げます。 

  本案は、特殊勤務手当の支給対象とする業務について見直しを図り、所要の改正を行

うものでございます。 

  以上で、本日提出いたしました議案の提案理由の説明を終わりとさせていただきます。 

  慎重な御審議の上、御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第４ 議案第１号「平成２８年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予

算（第３号）について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第１号について、説明いたします。 

  資料２ 補正予算書の１ページをお開きください。 

  このページは、予算の条文です。 

  第１条は歳入歳出予算の補正について定めており、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１，６５４万６，０００円を減額し、予算総額を３３億７，８１６万１，００

０円とするものです。 

  第２条は繰越明許費の設定について、第３条は債務負担行為の追加について定めるも
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のです。 

  最初に、歳入について、「歳入歳出予算事項別明細書」の説明欄により説明させてい

ただきますので、１４ページ、１５ページをお開きください。 

  ３款１項１目衛生費国庫補助金の説明欄、循環型社会形成推進交付金は、１,６５４

万６，０００円の減額となります。 

  この交付金については、当初予算で２億７，５７６万９，０００円を計上し、同額の

交付要望をいたしましたが、去る１２月１２日付にて、交付額を２億５，９２２万３，

０００円とする決定があったため減額するものです。 

  次に、歳出について説明いたします。 

  １８ページ、１９ページをお開きください。 

  ３款２項３目ごみ再資源化施設建設事業費の説明欄１の①は、ただいま、歳入で説明

いたしましたように、施設整備に係る国の循環型社会形成推進交付金が減額となったた

め、同額の事業費を減額するものです。 

  ページは戻っていただいて、４ページをお開きください。 

  第２表「繰越明許費補正」になります。 

  焼却センター運営費については、「ごみ焼却施設建設及び操業に関する合意書」に基

づき、地元区である神場区及び板妻区に対して実施している地域振興事業のうち、板妻

区分の道路改良工事について、地元調整及び関係機関との協議に時間を要したため、工

事費を繰り越すものでございます。 

  なお、完成は５月末を予定しております。 

  次の５ページは、第３表「債務負担行為補正」になります。 

  当組合事務局の事務所は、御殿場市役所東館の完成に合わせて、本年４月２４日から

市役所分館１階に移転する予定ですが、移転に先立ち、事務所の間仕切りや倉庫の設置

等を行う必要があることから、平成２９年度中を期間として、限度額２８０万円の債務

負担行為を追加設定するものです。 

  以上、議案第１号、「平成２８年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予算

（第３号）について」の内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 
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  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより、議案第１号「平成２８年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計補正予

算（第３号）について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第５ 議案第２号「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算に

ついて」を議題といたします。 

  この際、あらかじめ御了承願います。平成２９年度予算の審議に当たっては、本日は

当局の説明のみとし、質疑については来る３月２７日の本会議において行いたいと思い

ますので、御了承願います。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第２号について、説明いたします。 

  資料３ 一般会計予算書の１ページをお開きください。 

  このページは、予算の条文です。 

  第１条第１項は、歳入歳出予算の総額を５０億円と定め、第２項は、歳入歳出それぞ

れの款項の区分と金額について定めるものです。 

  第２条は地方債の起債の目的や限度額等について、第３条は、歳出予算の流用につい
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て定めるものです。 

  次のページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算については、歳入歳出それぞれの款項ごとの予算額を記載した

もので、議会の議決の対象となるものです。 

  一番下の合計額のとおり、平成２９年度当初予算の総額は、５０億円で、前年度比５

２．９％、１７億３，０００万円の増額となります。 

  歳入で前年度と比べて変動の大きなものをあげますと、１款分担金及び負担金の市・

町負担金が、６．０％、１億５，２４０万円余の増額、２款使用料及び手数料が、廃棄

物処理手数料などの増により、２２．４％、４，６８３万円余の増額、３款国庫支出金

が、循環型社会形成推進交付金及び東富士演習場周辺消防施設設置助成事業の増により、

７５．２％、２億１，６７７万円余の増額、６款繰入金が、ごみ再資源化施設の竣工に

伴う基金の取り崩し等により、４１５.５％、２億４，９３１万円余の増額、９款組合

債が、ごみ再資源化施設の竣工を主な要因として、２，２９８．７％、１０億５，５１

０万円の増額となります。 

  歳出では、ごみ再資源化施設の竣工と稼働を主な要因として、３款衛生費が、１１２．

６％、１６億３，３６０万円余の大幅な増額となります。 

  次のページをお開きください。 

  第２表 地方債は、ごみ再資源化施設整備事業及び小山消防署に入れ替え配備する救

助工作車導入事業に係る起債について、限度額・借り入れ条件等を記載したものです。 

  それでは、予算の内容を歳出から順次説明させていただきますので２９ページ、３０

ページをお開きください。 

  なお、歳出全体を通じて、人件費、車両管理費、一般諸経費等の説明は、特に必要が

ある場合以外は省略させていただきますので、あらかじめ御承知おきいただきたいと思

います。 

  １款１項１目議会費は、前年度比２．０％の減額です。 

  説明欄３の①の議員行政視察は、平成６年１１月に配備した「はしご付き消防ポンプ

自動車」の更新に向けて、選定に係る一連の状況等を御視察いただく予定です。 

  次のページをお開きください。 

  ２款１項１目一般管理費は、職員配置の変更や事務局の事務所を市役所分館へ移転す

ることに伴う経費の増額などにより、前年度比６．５％の増額です。 

  説明欄１の⑤は、退職手当と児童手当の合計額です。 

  ⑥は、職員の公務・通勤災害の補償を実施する基金への負担金です。 

  ３の①は、事務局の事務所の光熱水費のほか、維持・管理に係る御殿場市への負担金

です。 
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  ②は、斎場、焼却センター及び衛生センターの建物損害共済の掛金です。 

  ③は、事務局の事務所を市役所分館へ移転することに伴う間仕切り等の設置経費のほ

か御殿場市への引越し費用の負担金などです。 

  ４の①は、一般的な健康診断のほか、職員ストレスチェック、現場作業に従事する職

員のＢ型肝炎予防接種等に要する経費です。 

  ②は、職員の勤続表彰に要する経費です。 

  ③は、職員の給料の１，０００分の１．５を、御殿場市職員互助会へ交付するもので

す。 

  ⑤、⑥、⑧及び⑨は、それぞれ記載の人事管理業務に係る御殿場市への負担金です。 

  ⑩は、職員採用試験等に要する経費です。 

  ５の①及び②は、それぞれ記載の基金の運用利子を積み立てるものです。 

  ８の①から④及び⑥は、それぞれ記載の事務管理システムや業務に係る御殿場市への

負担金です。 

  次のページをお開きください。 

  ３款１項１目斎場費は、前年度比４．８％の増額です。 

  １の①は、斎場第３待合室用の冷暖房用ガスヒートポンプ式空調機１基及び室内機７

基の更新経費のほか、火葬炉の再燃炉後絞り部の耐火レンガを３炉分交換修繕する経費

です。 

  なお、空調機の更新は１年１基の４か年計画で進めた結果、平成２９年度で全ての更

新が終了となります。 

  ③は、火葬等業務委託のほか、維持・管理に要する経費です。 

  ④は、斎場用地約０．８１ｈａの借地料です。 

  次に、２項１目塵芥処理費は、前年度比０．３％の増額です。 

  ２の①は、特別目的会社である「御殿場・小山環境テクノロジー株式会社」へ支払う

施設運営及び焼却灰の資源化に要する経費並びに施設建設費割賦料のほか、ごみ計量業

務などの委託に要する経費です。 

  ②は、焼却灰の資源化に際し、処分先の所在地である三重県伊賀市と茨城県鹿嶋市に

負担金として支払うものです。 

  ③は、焼却センター５．５７ｈａと災害ごみ仮置き場１．０９ｈａの借地料です。 

  ④は、「ごみ焼却施設建設及び操業に関する合意書」に基づき、地元区である板妻区

及び神場区内の道路・河川整備等の地域振興事業を実施する経費です。 

  ３は、指定ごみ袋の作製のほか、販売店までの配送や指定ごみ袋の販売等に要する経

費です。 

  ４は、「旧ＲＤＦセンターの解体設計業務委託費」及び「旧清掃センター用地の取得
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に際し助成を受けた防衛補助金の返還金」のほか、旧ＲＤＦセンターの機械警備に要す

る経費や産業廃棄物運搬処理業務委託費です。 

  次のページをお開きください。 

  ２目し尿処理費は、前年度比１．５％の増額となります。 

  ２の②は、施設の運転技術管理業務及び夜間機械警備業務の委託に要する経費です。 

  ③は、各種設備機器の保守・点検業務及び槽内の清掃業務等の委託に要する経費です。 

  ④は、放流水の水質分析、臭気測定等の委託に要する経費です。 

  ⑤は、「曝気ブロワ・ガス攪拌ブロワ交換等の修繕」のほか施設の延命化を図るため

に実施する各種修繕に要する経費です。 

  ⑥は、衛生センター施設用地２．３ｈａの借地料です。 

  ⑦は、し尿、浄化槽汚泥の処理過程で必要となる薬品等の消耗品の購入に要する経費

です。 

  ⑨は、神場地先の最終処分場１．０６ｈａの借地料及び水処理施設の維持管理に要す

る経費です。 

  次のページをお開きください。 

  ２項３目ごみ再資源化施設事業費は、ごみ再資源化施設の竣工に伴う公有財産購入費

及び施設運営費の増により前年度比４９２．１％の増額となります。 

  ２の①は、竣工に伴いＰＦＩ事業者へ公有財産購入費として支払う経費と、ＰＦＩ事

業に係る一連の業務が適正に実施されていることを監視するための施設整備モニタリン

グ業務の委託に要する経費です。 

  ３の①は、ごみ再資源化施設用地３．７２ｈａの借地料です。 

  ②は、特別目的会社である「御殿場・小山エコパートナーズ株式会社」へ支払う施設

運営に要する経費です。 

  ③は、廃乾電池等、有価で資源化処理が必要なものの処理委託に要する経費です。 

  ４と５は省略させていただき、次の４款消防費につきましては、消防長から御説明申

し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  消防長 

○消防長（田代佳丸君） 

  引き続きまして、４款消防費について御説明申し上げます。 

  ３９ページ、４０ページをお願いします。 

  ４款１項１目常備消防費は、常備消防の管理運営に要する経費及び資機材の整備等に

要する経費でありまして、前年度と比較して６．５％の増額となります。 

  増額の主な要因は、「高機能指令システム延命化事業」及び「消防ＯＡシステム借上
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料」並びに平成２７年度に整備完了いたしました「消防救急無線デジタル化整備事業」

の保守点検業務委託が開始されることによるものです。 

  説明欄１の①は、産業医に対する年報酬であります。 

  ②は、救急隊と御殿場市医師会とで組織する、御殿場小山地区メディカルコントロー

ル協議会の、会議や症例検討会等へ出席した、医師に対する報酬であります。 

  ③は、消防職員１５２名分の給与、職員手当、共済組合負担金等で、常備消防費予算

全体の７７．５％に相当するものであります。 

  ２の①は、消防庁舎、小山消防署、富士岡分署、西分署、須走分署、庁舎５か所の施

設保守管理に要する経費であります。 

  ②は、庁舎５か所の電気・暖房用燃料・水道料などの光熱水費であります。 

  ③は、通信指令台と消防署・各分署や医療機関をはじめ関係機関等を結んでいます、

指令専用回線使用料及び通信回線使用料であります。 

  ④は、庁舎、施設の修繕に要する経費であります。 

  ⑤は、富士岡分署の敷地７４１．０２㎡の、土地借上料であります。 

  ⑥は、複写機・ＯＡ機器等の借上料が、主なものであります。 

  ３の①は、災害現場における職員の安全確保のため、空気呼吸器の整備や特殊災害用

の化学防護服の整備に要する経費が、主なものであります。 

  ②は、防火防災意識の高揚を図るため、火災予防講習会などの開催や保育園２２園で

組織します、幼年消防クラブや女性防火クラブ等の育成に要する経費であります。 

  ③は、救急業務の高度化に向けて、救命率のさらなる向上を図るため、ＡＥＤを使っ

た救命講習の開催経費や、救急資機材の整備に要する経費及び救急救命士・指導救命士

各１名分の養成経費であります。 

  ④は、救助隊・水難救助隊・音楽隊の３兼任隊の、運営に要する経費であります。 

  ⑤は、通信指令台の保守管理委託料や署活無線機の借上料などに要する経費でありま

す。 

  ４の①と②は、消防職員の資質の向上や能力アップを図るため、静岡県消防学校の９

科程に１６名、消防大学校に２名をそれぞれ派遣する人材育成に要する経費であります。 

  ③は小型移動式クレーン運転講習の受講料など、各種研修に係る負担金が主なもので

あります。 

  ５の①は、消防車・救急車などの車両３３台分の定期点検や車両修繕及び車検整備費

１１台分などの車両維持に要する経費であります。 

  ②は、車両更新計画により、小山消防署に配置してあります「救助工作車」と、御殿

場消防署に配置してあります「指揮車」の２台を更新する経費であります。 

  ６は、職員の貸与被服・業務用消耗品等の、購入に要する経費であります。 
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  ７は、全国・関東支部・静岡県・静岡県東部の、各消防長会への負担金であります。 

  以上で、４款「消防費」の説明とさせていただきます。 

  よろしくお願いします。 

○議長（神野義孝君） 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  引き続き、５款以降の説明をさせていただきますので、４１ページ、４２ページをお

開きください。 

  ５款公債費は、平成４年度に借り入れを行った消防庁舎建設事業に係る起債の償還が

元利均等償還であることを主な要因として、１目元金は前年度比０．８％の増額となり、

２目利子は、前年度比３４．０％の減額となります。 

  平成２９年度は、説明欄１の①から③までの元金及び利子を償還いたします。 

  次のページをお開きください。 

  ６款１項１目予備費は、計数整理を兼ねて、１，３６０万７，０００円を計上いたし

ました。 

  続いて、歳入の説明をいたしますので、お戻りいただき１１ページ、１２ページをお

開きください。 

  １款１項１目負担金は、前年度比６．０％の増額で、市・町の負担金が歳入全体額に

占める割合は、５３．９％です。 

  次のページをお開きください。 

  ２款１項１目総務使用料は、湯沢平清掃センター跡地を事業所の駐車場用地として引

き続き使用許可することを見込んだため、２５３．８％の増額となります。 

  説明欄の電柱占用使用料は電柱２９本分、自販機設置使用料は７台分です。 

  ２目衛生使用料は、前年度比３．３％の増額となります。５か年の平均数値により計

上いたしております。 

  なお、説明欄の「管内使用料」は、御殿場市と小山町の住民、「管外」はそれ以外の

住民の申請に係るものでございます。 

  ２項１目衛生手数料は、前年度比２３．６％の増額となります。 

  実績等から、指定ごみ袋に係る廃棄物処理手数料及び焼却センター直接持ち込みに係

る廃棄物処理手数料ともに増額が見込まれるほか、新たに、資源物に係る廃棄物処理手

数料を計上したことによるものです。 

  なお、説明欄の廃棄物処理手数料のうち「（指定ごみ袋）」は指定ごみ袋を用いて排

出したごみの処理手数料で、「（焼却）」及び「（再資源）」は、指定ごみ袋を使用せ

ずに焼却センター又は再資源化センターへ直接搬入したごみの処理手数料です。 
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  また、「分骨証明手数料」については、１件当たり３００円で、頭出しです。 

  ２目消防手数料は、前年度と同額です。 

  次のページをお開きください。 

  ３款１項１目衛生費国庫補助金は、ごみ再資源化施設建設事業の竣工に伴う循環型社

会形成推進交付金の増により、前年度比７１．３％の増額となります。 

  説明欄の交付金の全額が、ごみ再資源化施設の建設に係る公有財産購入費に充当され

ます。 

  ２目消防費国庫補助金は、救助工作車の導入に係る防衛８条補助金です。 

  次のページをお開きください。 

  ４款１項１目消防費補助金は、前年度比１３．８％の増額となります。 

  この補助金は、消防・救急用資機材及び御殿場消防署に配備する指揮車の導入に係る

県補助金で、補助率は３分の１です。 

  次のページをお開きください。 

  ５款１項１目利子及び配当金は、予定利率の低下により前年度比５９．３％の減額と

なります。 

  次のページをお開きください。 

  ６款１項１目基金繰入金は、前年度比４１５．５％の増額となります。 

  平成２８年度は、職員退職手当基金繰入金を６，０００万円計上いたしましたが、平

成２９年度はこの繰入金を１億１，１００万円計上したこと、及び、ごみ処理施設建設

基金繰入金を１億９，８３１万円余計上したことにより増となりました。 

  次のページをお開きください。 

  ７款１項１目繰越金は、前年度と同額を計上いたしました。 

  次のページをお開きください。 

  ８款１項１目組合預金利子についても、前年度と同額を計上いたしました。 

  ２目雑入は、前年度比８．７％の増額となります。 

  再資源化センターの稼働に伴い、再資源化物売却料８８３万９，０００円、及び御殿

場市のみが使用する資源物等収集用コンテナに係る洗浄料５６万９，０００円が皆増と

なることによるものです。 

  なお、焼却センター発電売電料については前年度と同額の計上といたしましたが、平

成２８年４月から東京電力が燃料調整単価を買い取り価格から差し引く措置を実施した

ことにより買い取り価格が低額となったため、平成２８年１１月から売電先を日立造船

ＰＰＳに変更いたしました。 

  また、これに併せて、本年１月から斎場と衛生センターの電力供給元を東京電力から

日立造船ＰＰＳに切り替えております。 
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  次のページをお開きください。 

  ９款１項組合債は、再資源化センターの竣工に伴う清掃債の皆増が主な要因となり、

前年度比２，２９８．７％の大幅な増加となりました。 

  歳入の説明は、以上となります。 

  次に、その他の調書の説明をいたしますので、４５ページをお開きください。 

  このページから５２ページまでは、特別職の報酬及び一般職の給与等の明細を記載し

ておりますので、後ほど御確認をいただきたいと思います。 

  ５３ページ、５４ページをお開きください。 

  債務負担行為として既に議決をいただいている事項を取りまとめたものです。 

  次のページをお開きください。 

  起債の状況に関する調書となります。 

  平成２９年度は、新たに１１億１００万円の起債を見込む一方、１億４，３０３万円

余の元金償還が見込まれることから、平成２９年度末の現在高見込み額は、平成２８年

度末より９億５，７９６万円余の増となる、２０億５５４万６，０００円となります。 

  次に、５６ページから５９ページまでは、負担金算出調書となります。 

  御殿場市と小山町の負担金の算出方法等を記載いたしましたので、後ほど御確認くだ

さい。 

  以上で、議案第２号、「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算に

ついて」の内容説明とさせていただきます。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  以上で、議案第２号「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算につ

いて」の説明を終わりといたします。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第６ 議案第３号「御殿場市・小山町広域行政組合事務局設置条例制定につい

て」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第３号につき、説明させていただきます。 

  資料１ 議案書の１ページをお開きください。 

  本案は、地方自治法第１５８条第１項の規定に基づき、組合管理者の直近下位の内部

組織として事務局を設置するものです。 

  当組合では、従前より、組合規則に基づき、内部組織として事務局を設置しておりま
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したが、今般、再資源化施設の稼働に伴う組織機構の検討を進める中で、平成１５年の

地方自治法の一部改正により、地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置等につい

ては条例で定める必要があったことが判明いたしました。 

  事務局は、この長の直近下位の内部組織に該当することから、時期を逸してはおりま

すが、設置条例を制定するものです。 

  第１条では、事務局を設置する旨を、第２条では、規則への委任を規定し、附則で、

施行日は公布の日としております。 

  なお、規則案については、資料４ 議案資料の１ページ以降に掲載しましたので、ご

覧いただきたいと思います。 

  説明は以上となります。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより、議案第３号「御殿場市・小山町広域行政組合事務局設置条例制定につい

て」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 
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  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第７ 議案第４号「御殿場市・小山町広域行政組合火災予防条例の一部を改正す

る条例制定について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  消防長 

○消防長（田代佳丸君） 

  ただいま議題となりました、議案第４号について説明いたします。 

  資料１ 議案書２ページ、３ページをお開きください。 

  改正内容の説明に入ります前に、改正の背景及び経過について御説明申し上げます。 

  平成２５年８月に京都府で発生いたしました「福知山花火大会」火災の教訓から、祭

礼・縁日・花火大会・展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて、火を使用する

器具及びその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具の取り扱いについて、規定

の整備をするよう消防法施行令が改正され、当消防本部においても、平成２６年に火災

予防条例の改正を行い、消火器の準備、器具の取り扱い及び露店等の開設届けを義務づ

け、指導を行ってまいりました。 

  昨年になり、国から、大規模な屋外の催し物に係る防火管理についても、地域の実情

により対応を進めるように通知があり、今回の改正となりました。 

  今回の改正は、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しに

あっては、消防長が指定をし、これを主催する者に対し、「防火担当者の選任」及び

「火災予防上必要な業務の計画」の作成を義務づけ、計画を提出しなかった場合は、３

０万円以下の罰金に処するものです。 

  改正の趣旨は、あくまでも火災予防上、催しに出店される露店等の火気の使用や避難

を含めた防火管理について、消防が計画の段階から主催者と一緒に検討し指導を行うこ

とにより、事故の無い催しの開催を目的とするもので、催しそのものの開催を規制する

ものではございません。 

  改正内容の、指定の場所となる「大規模な屋外の催し」については、おおむね１００

店舗を超える出店規模で、かつ、その周囲において雑踏の発生が考えられるものについ

て指定を行うものです。 

  過去の催しを見ますと、現在のところ、「御殿場夏祭り歩行者天国」・「ごてんばア

ートクラフトフェア」・「高尾山祭典」などが、１００店舗を超える指定の対象候補と

考えられますが、それ以外についても「催物や露店の届出書」をもとに、その内容を問

い合わせるとともに、広報紙、消防ホームページ等の媒体を利用し、主催者となる個人
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も含め、年度当初からその把握を実施いたします。 

  それでは、新旧対照表で、その内容を説明いたしますので、資料４の５ページ、６ペ

ージをお願いします。 

  まず、目次となりますが、今回の改正部分を新たな章として目次に加えたものです。 

  次の７ページ、８ページをお願いします。 

  新たに第４２条の２と第４２条の３を加え、第４２条の２としては、消防長は「指定

催しの指定」について、消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合、

人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあるものを、「指定催し」として指定

しなければならない。と規定したもので、第２項及び第３項において、その手順につい

て定めております。 

  次に、第４２条の３につきましては、 

  第１項として、指定をされた「指定催し」を主催する者は「屋外催しに係る防火管

理」として防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画の作成と、その業務

を実行することを定め、各号において、その業務内容を規定したものです。 

  同条第２項として、原則として催しを開催する日の１４日前までに計画を提出しなけ

ればならないとしたものです。 

  次の９ページ、１０ページをお願いします。 

  第４９条において、新たに第４号として１号を加え、提出をしなかった者は、３０万

円以下の罰金に処することを規定したものです。 

  次に、第５０条第１項の改正につきましては、「法人でない団体で、代表者又は管理

人の定めのあるものを含める。」を加え、第２項として、法人でない団体が、前項の適

用となった場合の準用規定を定めております。 

  また、罰則規定追加につきましては、静岡地方検察庁と協議を行い、平成２８年１２

月２６日に、「特段の意見なし」との回答を得ております。 

  附則につきましては、施行日を平成２９年４月１日とするものです。 

  内容説明は以上です。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 
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○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより、議案第４号「御殿場市・小山町広域行政組合火災予防条例の一部を改正す

る条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第８ 議案第５号「御殿場市・小山町広域行政組合職員定数条例の一部を改正す

る条例制定について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  消防長 

○消防長（田代佳丸君） 

  ただいま議題となりました、議案第５号について説明をいたします。 

  資料１ 議案書４ページをお願いします。 

  改正の内容の説明に入ります前に、改正の背景について御説明申し上げます。 

  現在、当消防管内では、平成３２年度開通予定の新東名高速道路延伸工事が進んでい

ます。開通後には、平成２４年４月に供用開始された御殿場ジャンクションから長泉・

沼津インターチェンジまでの下り線の管轄に加え、下り線にあっては新東名御殿場イン

ターチェンジから御殿場ジャンクション、上り線にあっては新東名御殿場インターチェ

ンジから神奈川県の秦野インターチェンジまで、約４０㎞が当消防本部の管轄として新

たに加わり、新東名高速道路の管轄は、現東名高速道路よりも長い距離となります。 

  この新たな管轄に出動した場合、車両の運行は出動隊の編成を見直すことで対応がで
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きますが、１回の出動に長時間を要することから、本来の管轄である御殿場市と小山町

の災害に対し、人員的な不足が生じます。 

  このような背景から、今回、消防職員の定数の改正をお願いし、平成３２年度の開通

までに、出動体制を整えるものでございます。 

  人員につきましては、救急隊１隊分５名の増員を考え、消防車両につきましては、従

前のとおり隊員の乗り換えにより対応いたします。 

  それでは、新旧対照表で、改正内容を御説明申し上げますので、資料４の１１ページ、

１２ページをお開きください。 

  第２条第１号の、消防部局の職員１５５人を１６０人に改めるものでございます。 

  なお、附則でございますが、この条例の施行日を平成２９年４月１日とするものでご

ざいます。 

  内容説明は以上です。 

  御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより、議案第５号「御殿場市・小山町広域行政組合職員定数条例の一部を改正す

る条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

この際、１０分間休憩いたします。 

                            午後２時３０分 

○議長（神野義孝君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

                            午後２時４０分 

○議長（神野義孝君） 

  この際、日程第９ 議案第６号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例制定について」、日程第１０ 議案第７号「御殿場市・小山

町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」及び日程第１１ 議案第８号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例制定について」の３議案を一括して議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第６号から議案第８号について説明いたします。 

  初めに、改正の概要について説明いたしますので、資料４ 議案資料の１３ページを

お開きください。 

  本３案は、平成２８年人事院勧告において、月例給や勤勉手当の引き上げとともに、

扶養手当や仕事と育児・介護の両立支援制度の改正が勧告されたことを受け、国家公務

員の制度改正に合わせて、所要の改正を行うものです。 

  まず、「１の扶養手当の見直し」については、配偶者に係る手当は引き下げ、子に係

る手当は引き上げるとともに、配偶者がいない場合の手当の特例を廃止するもので、受

給者への影響を考慮して、１年間の経過措置を設けることといたします。 

  中段の表のとおり、配偶者については、現行の月額１万３，０００円を平成２９年度

は１万円、平成３０年度は６，５００円に引き下げます。 

  子については、現行の月額６，５００円を平成２９年度は８，０００円、平成３０年

度は１万円に引き上げます。 

  父母等については、変更はありません。 

  配偶者がいない場合の一人目の扶養親族については、現行では、一律１万１，０００
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円となっていますが、平成２９年度は、子は１万円、父母等は９，０００円に、平成３

０年度は、子はそのまま１万円、父母等は６，５００円とし、特例は廃止します。 

  「２の介護休暇における請求期間の分割」については、これまでの介護休暇は、連続

する６月以内の範囲で１回のみ請求できたものを、請求期間の合計が６月以内の範囲で

あれば３回までに分けて請求することができるようにするものです。 

  次に、「３の介護時間の新設」については、日常的な介護を行う職員の働きやすい環

境を整えるため、連続する３年以内の範囲で、１日２時間以内の介護休暇の取得を可能

とする制度を新設するものです。 

  この休暇は無給となりますが、昇給や勤勉手当においては、直ちに不利にならないよ

う取り扱いを行います。 

  次に、４の「育児休業の対象職員及び対象となる子の範囲の拡大」については、平成

２３年に地方公務員法が改正され、非常勤職員にも育児休業の取得が認められました。 

  現在、組合では、この法律の該当となる正規の短時間勤務職員を雇用しておりません

が、今後、多様な働き方を推進していく中で、さまざまな雇用形態をとっていく可能性

もあることから、法に則した育児休業の取得を可能とすべく、条例整備を行うものです。 

  また、育児休業の対象となる子は、これまでは、法律上の親子関係である実子又は養

子でしたが、特別養子縁組における監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている子

といった法律上の親子関係に準じる関係にある子についても、新たに対象とするもので

す。 

  改正条例の適用日は、扶養手当の見直しについては、平成２９年４月１日、介護休暇、

育児休業の拡大については、法の施行に合わせて平成２９年１月１日とします。 

  以上が、改正の概要です。 

  それでは、個々の議案について議案第６号から順次説明いたしますが、具体的な説明

は新旧対照表によりさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。 

  最初に議案第６号です。 

  資料１ 議案書の５ページ及び資料４ 議案資料の１５ページ、１６ページをお開き

ください。 

  第４条の４第１項及び第８条第１項は、文言の整理です。 

  第８条第２項は、第２号で子と孫を並記していたものを、第２号と第３号に分割する

ものです。 

  第３項は、扶養手当の月額を、子については１万円に、子以外の扶養親族については

６，５００円にするとともに、配偶者がいない場合の特例を廃止するものです。 

  第９条第１項は、配偶者がいない場合の特例を廃止することによる文言の整理ととも

に、引用条項を改めるものです。 
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  次のページをお開きください。 

  第２項は、わかりやすい表現とするための文言の整理です。 

  第３項は、配偶者がいない場合の特例を廃止することによる文言の整理とともに、わ

かりやすい表記とするために号立て形式に改めるものです。 

  次のページをお開きください。 

  第１０条第２項は、文言の整理です。 

  附則については、第１項は、施行日を平成２９年４月１日とするもので、第２項は、

扶養手当の額の改正について、１年間の経過措置を設けるものです。 

  次に、議案第７号について説明いたしますので、議案書は８ページ、議案資料は２３

ページ、２４ページをお開きください。 

  第８条の２第１項は、職員が小学校就学前の子の育児を行う場合に、時間外勤務等を

制限する規定ですが、対象となる子に、特別養子縁組における監護期間中の子及び養子

縁組里親に委託されている子等を追加するものです。 

  第４項は、子の育児と同様に、職員が要介護者の介護をする場合の時間外勤務等を制

限する規定ですが、準用される第１項の文言の変更に伴い改正をするものです。 

  次のページをお開きください。 

  第８条の３は、見出しを変更するものです。 

  第１１条は、休暇の種類に介護時間を加えるものです。 

  第１２条は、対象とする職員に、育児短時間勤務職員を追加するものです。 

  第１５条は、介護休暇について、同一の介護状態ごとに３回まで、通算して６月以内

での取得を認めるものです。 

  次のページをお開きください。 

  第１５条の２は、介護時間として、同一の介護状態ごとに３年以内、１日２時間以内

での取得を認めるものです。 

  第１６条は、文言の整理です。 

  第１７条は、介護時間を見出しと本文に加えるものです。 

  附則は、第１項で、施行日を公布の日とし、平成２９年１月１日に遡及して適用しま

す。 

  第２項及び第３項は経過措置を定めたもので、第２項は、施行日前から引き続き介護

休暇の承認を受けている職員に、改正後の規定を適用する旨を、第３項は、上位法であ

る児童福祉法で養子縁組里親に関する規定が整備されるまでの間の特例を定めたもので

す。 

  次に、議案第８号について説明いたしますので、議案書は１１ページ、議案資料は２

９ページ、３０ページをお開きください。 
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  第２条は、育児休業をすることができない職員を定めています。 

  追加する第３号は、非常勤職員について、その条件を新たに規定するもので、第３号

のア、イ、ウのいずれかに該当する非常勤職員に限って育児休業を取得することができ

ることとなります。 

  アは、在職期間が１年以上あり、養育する子が１歳６か月に達する日までに任期が満

了せず、かつ、一定の日数以上勤務する非常勤職員を、イは、養育する子が１歳を超え、

１歳６か月まで延長できる要件を満たした非常勤職員を、ウは、育児休業をしている非

常勤職員であって、任期満了後に引き続き採用され、併せて育児休業を取得しようとす

る非常勤職員をそれぞれ規定しています。 

  第２条の２は、育児休業の対象となる子について、養育里親である職員に委託されて

いる児童を含むこととするものです。 

  次のページをお開きください。 

  第２条の３は、非常勤職員が育児休業することができる期間を定めており、第１号で

は、養育する子が１歳まで、第２号では、配偶者が育児休業を取得している場合は１歳

２か月まで、第３号では、１歳６か月まで育児休業を延長できることを規定しています。 

  次のページをお開きください。 

  第３条は、同一の子に対して、再度の育児休業ができる事情について定めたものです。 

  第１号と第２号は、旧の第１号をわかりやすい表現とするために分割したものです。 

  次のページをお開きください。 

  第７号は、非常勤職員が養育する子に係る育児休業を、子が１歳到達日から１歳６か

月到達日まで延長ができる基準を、第８号は、非常勤職員の任期が更新された場合に育

児休業が延長できる基準をそれぞれ定めたものです。 

  第１０条は、文言の整理です。 

  第１１条は、育児短時間勤務を再度行うことができる事情について定めたものですが、

先ほどの第３条の改正と同様、旧の第１号をわかりやすい表現とするために第１号と第

２号に分割したものです。 

  次のページをお開きください。 

  第１９条は、在職期間が１年以上あり、かつ、一定の日数以上勤務する非常勤職員は

部分休業をすることができる旨を加えるものです。 

  次のページをお開きください。 

  第２０条第１項は、前条で非常勤職員が部分休業をすることができるよう改正したこ

とに伴い、文言の整理をするものです。 

  第２項は、部分休業の承認の際に減じる時間に介護時間を含める旨を、第３項は、非

常勤職員の部分休業の承認の際に減ずる時間の扱いを、それぞれ定めるものです。 
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  附則は、第１項で、施行日を公布の日とし、平成２９年１月１日に遡及して適用しま

す。 

  第２項は経過措置を定めたもので、上位法である児童福祉法で養子縁組里親に関する

規定が整備されるまでの間の特例を定めたものです。 

  説明は以上です。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第６号について質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより、議案第６号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第７号について質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 
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  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第７号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第８号について質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 
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  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第８号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の育児休業等に関する条例

の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第１２ 議案第９号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の配偶者同行休業に関

する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第９号について、説明いたします。 

  資料１ 議案書の１６ページをお開きください。 

  配偶者同行休業は、職員が配偶者の海外勤務や修学に同行するために休業を申請でき

る制度で、これまでの規定では、休業の期間は３年を超えない範囲とし、３年を超えな

い範囲内であれば１回のみ、延長が可能となっています。 

  本案は、人事院規則の改正に合わせて、再度の延長を可能とするよう、所要の改正を

行うものです。 

  新旧対照表で内容の説明をさせていただきますので、資料４ 議案資料の４１ページ、

４２ページをお開きください。 

  第１条は、引用する条項に地方公務員法第２６条の６第３項を加えるものです。 

  第６条の２は、休業期間の再度の延長ができる特別な事情として、休業取得後に配偶

者の海外勤務が長引く場合を規定するものです。 

  附則は、施行日を公布の日とするものです。 

  説明は以上です。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第９号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の配偶者同行休業に関する

条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第１３ 議案第１０号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の特殊勤務手当に関

する条例の一部を改正する条例制定について」を議題といたします。 

  当局から内容説明を求めます。 

  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました議案第１０号について、説明いたします。 

  資料１ 議案書の１７ページをお開きください。 

  本案は、特殊勤務手当が、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特
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殊な勤務で、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事す

る職員に支給されるものであることに鑑み、支給対象とする業務の明確化を図るととも

に、他の手当又は給料で措置される勤務内容との重複の観点から、支給対象とする業務

の見直しを行うものです。 

  それでは、新旧対照表により説明いたしますので、資料４ 議案資料の４３ページ、

４４ページをお開きください。 

  第２条第５号及び第７条の緊急出動手当は、衛生センター及び焼却センターに勤務す

る職員が、御殿場市・小山町広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の第２

条から第５条までに規定する勤務時間以外の時間において、命令を受け緊急に出動した

ときに支給することとしたものですが、時間外勤務手当等の他の手当て又は給料で措置

される勤務内容との重複の観点から、支給対象とする業務から除外するものです。 

  第３条第１号は、支給対象とする業務をより詳しく規定するものです。 

  第４条は、文言の整理です。 

  次のページをお開きください。 

  別表は、以上の改正を受けて、文言を修正するとともに、緊急出動手当の項を削るも

のです。 

  附則は、この条例の施行日を平成２９年４月１日とするものです。 

  内容の説明は、以上です。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  これより質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 
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  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第１０号「御殿場市・小山町広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する

条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  この際、本席より定例会再開のお知らせをいたします。 

  来る３月２７日午後１時３０分から３月定例会を再開いたしますので、定刻までに議

場に御参集願います。 

  本日は御苦労さまでした。 

                              午後３時０４分 散会
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平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会会議録(第２号) 

平成２９年３月２７日（月曜日） 

○議 事 日 程 

 平成２９年３月２７日 午後１時３０分 開議 

 日程第 １  議案第 ２号 平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予 

               算について 

 日程第 ２  管理者提案理由の説明 

 日程第 ３  議案第１１号 御殿場市・小山町広域行政組合清掃施設条例の一部を改 

               正する条例制定について 

 日程第 ４  議案第１２号 御殿場市・小山町広域行政組合廃棄物の処理に係る手数 

               料徴収条例制定について 

 日程第 ５  議員の派遣について 

○本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

○出席議員（１２名） 

 １番  川 公 子 君         ２番 平 松 忠 司 君 
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１３番 神 野 義 孝 君        １４番 梶   繁 美 君 

○欠席議員（な し） 

○説明のため出席した者 

 管 理 者        若 林 洋 平 君 

 副 管 理 者        込 山 正 秀 君 

 副 管 理 者        勝 又 正 美 君 

 会 計 管 理 者        勝 又 一 己 君 

 事 務 局 長        青 山 修 二 君 

 消 防 長        田 代 佳 丸 君 

 庶 務 課 長        勝間田 守 正 君 

 施設課長兼焼却センター所長        佐 藤 暁 将 君 

 衛 生 セ ン タ ー 所 長        勝間田 邦 雄 君 

 消防次長兼管理課長        勝間田 淳 欣 君 

 予 防 課 長        長 田 伸 一 君 
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 警 防 課 長        田 代 公 一 君 

 通 信 指 令 課 長        村 松 秀 樹 君 

 御 殿 場 消 防 署 長        村 上   武 君 

 小 山 消 防 署 長        山 本 孝 信 君 

 御殿場消防署副署長        谷 中   修 君 

 衛生センター所長補佐        岩 瀬 松 仁 君 

 管 理 課 課 長 補 佐        勝間田 誠 司 君 

 御 殿 場 市 副 市 長        瀧 口 達 也 君 

 御 殿 場 市 企 画 部 長        志 水 政 満 君 

 御 殿 場 市 総 務 部 長        近 藤 雅 信 君 

 御殿場市環境水道部長        勝間田 安 彦 君 

 小 山 町 副 町 長        田 代   章 君 

 小 山 町 副 町 長        室 伏 博 行 君 

 小山町企画総務部長        湯 山 博 一 君 

 小 山 町 総 務 課 長        小 野 一 彦 君 

○職務のため出席した者 

 広域総務スタッフ副参事        松 本 利 之 

 広域総務スタッフ主幹        長 田 和 美 

 広域総務スタッフ副主幹        飯 田 章 生 

 

 

 

○議長（神野義孝君） 

  出席議員が法定数に達しておりますので会議は成立いたしました。 

  ただいまから、平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会を再開いた

します。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

                              午後１時３０分 開議 

○議長（神野義孝君） 

  本日の会議は、お手元に配付してあります日程により運営いたしますので、御了承願

います。 

○議長（神野義孝君） 

  本日、議席に配付済みの資料は、議事日程（第２号）、提案理由説明書（第２号）及

び平成２９年度当初予算質疑区分一覧表、以上でありますので、御確認ください。 
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  議案書及び議案資料は、先に議員各位に配付済みであります。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第１ 議案第２号「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算に

ついて」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本案につきましては、過般の本会議において説明がなされておりますので、内容説明

は省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案に対する内容説明は省略し、直ちに質疑に入ります。 

  まず、歳入について質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入の質疑を終結いたします。 

  続いて、歳出の質疑に入ります。 

  まず、１款議会費、２款総務費、３款衛生費について質疑ありませんか。 

  ２番 平松忠司議員 

○２番（平松忠司君） 

  ３款２項１目塵芥処理費について１点、お伺いをします。 

  予算書の３３、３４ページでございます。説明欄３の指定ごみ袋作製等事業５，１２

１万５，０００円についてでございますが、現在の指定ごみ袋について、口を縛るため

に引っ張ったときに切れやすいといった意見を聞くことがございます。今年度の指定ご

み袋作製に当たっての改良、改善点を伺います。 

○議長（神野義孝君） 

  施設課長 

○施設課長（佐藤暁将君） 

  ただいまの御質問についてお答えします。 

  現在の指定ごみ袋は、特に可燃ごみの指定袋につきましては、以前の御殿場市の指定

ごみ袋から材質を変更したこともあり、袋を縛る際に、切れやすくなった等の御指摘を

若干受けています。 

  このため、平成２８年４月の時点で、指定ごみ袋の口を縛る部分に当たるベロ部の根

本の幅を１２㎝から１６㎝に、先端の幅を６㎝から８㎝ほどに広げることで強度を増し、
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切れにくいように改良しています。 

  また、本年４月からは同じベロ部の長さを２㎝ほど長くして縛りやすくすることで、

切れにくいように改良します。 

  いずれにしましても、今後も住民の御意見、御要望を反映できるように指定ごみ袋の

改良・改善を図りたいと考えています。 

  以上答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と平松忠司君） 

○議長（神野義孝君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ６番 鈴木 豊議員 

○６番（鈴木 豊君） 

  ６番、鈴木 豊です。今回、歳出の３款清掃費において２点ほど伺いたいと思います。 

  まず、１点目で、３４ページの３款２項１目塵芥処理費の説明欄の４、旧施設管理費

について、ＲＤＦセンター解体撤去のための設計業務と湯沢平用地の補助金の返還の予

算を計上したと説明を受けましたが、ＲＤＦセンター及び湯沢平の土地処分について、

検討委員会で協議されてきたと思いますが、現状、どうなっているのか。また、今後、

どのように進めていくのかお伺いしたいと思います。 

  次に、２点目ですが、３６ページの３款２項２目し尿処理費の説明欄２の施設管理費

⑤施設修繕整備事業費について、４，０５０万２，０００円計上してありますが、どの

ような修繕が行われるのか。また、毎年４，０００万円ほどの修繕費が計上されていま

すが、このまま衛生センターの延命化を進めていくのか。また、今後新衛生センターの

改築の見通しを考えていくのかお伺いしたいと思います。 

  以上、２点、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（神野義孝君） 

  施設課長 

○施設課長（佐藤暁将君） 

  ただいまの１点目の御質問にお答えします。 

  広域行政組合では、平成２３年２月に開催したごみ処理施設建設検討委員会において、

新ごみ焼却施設の操業開始に伴い、操業を停止するＲＤＦセンターの跡地について、組

合での利用、使用の計画がないことを御殿場市及び小山町へ報告しています。合わせて

旧清掃センター跡地についても同様に利用、使用の計画がないことを報告しています。 

  これに対して、平成２３年６月に開催したごみ処理施設建設検討委員会において、ま

ずは、旧清掃センター跡地については市が、ＲＤＦセンターの跡地については町が、そ

れぞれ跡地利用を計画していくことを確認していますが、市及び町からは利用計画につ
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いての報告はいただいておりません。 

  平成２９年度は、当初予算に、旧清掃センターの跡地については、防衛補助金の返還

金を、ＲＤＦセンター跡地については、施設の解体工事に向けての設計委託費と内部に

残る事務机等の産業廃棄物の処理費を計上しましたので、これらの事務を進めてまいり

たいと考えております。 

  いずれにしましても、土地の処分につきましては、市町と協議して進めてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（神野義孝君） 

  衛生センター所長 

○衛生センター所長（勝間田邦雄君） 

  続きまして、２点目の衛生センターの平成２９年度の修繕内容及び、今後の衛生セン

ターの延命化並びに更新計画についてお答いたします。 

  １点目の修繕内容につきましては、衛生センターに求められている処理性能を適切に

発揮するため、施設を構成する各設備、機器の個々が満たすべき性能・機能・構成強度

などの程度、合わせて処理能力だけでなく省エネルギーなど、環境負荷の側面を含めた

総合的な性能基準を保ちつつ、日常的、定期的に適切に維持管理しながら処理性能の水

準が低下しないように、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく精密機能

検査を３年ごとに実施し、その検査結果により施設修繕整備事業を実施しております。 

  平成２９年度の主な修繕としましては、曝気ブロワ、ガス攪拌ブロワ各１台の交換修

繕に９００万円、余剰汚泥引き抜きポンプなど７台のポンプ交換修繕に１，１００万円、

４０KL施設曝気ブロワなど４台のブロワのオーバーホール修繕、搬入車両受け入れ入り

口側通路修繕、トラックスケール整備修繕、脱水機室配電盤修繕、ろ過機配管修繕、流

量計・レベル計交換修繕、１００KL施設処理棟外壁修繕などを実施します。 

  次に、今後の衛生センターの延命化並びに更新計画についてお答えします。 

  衛生センターは４０KL施設が昭和５２年に稼働後４０年、メインである１００KL施設

が昭和６０年４月に稼働後、既に３２年が経過し、現在に至っています。その間、平成

１４年度から平成１６年度に主要装置の整備工事を実施し、施設の延命化を図ってまい

りました。それから十数年が経過したことから、平成２７年度に３年ごとの精密機能検

査と合わせて処理棟躯体部分のコンクリートコアを採取し、圧縮強度試験や中性化試験

を行う躯体健全性調査を実施したところ、躯体部分は十分強度が確保されているとの調

査報告がありました。 

  また、精密機能検査では、各処理設備も適切な管理、点検、オーバーホール、修繕が

なされていることから、ある程度定期的な修繕や整備を行えば、早急に建て替えをしな

くても現施設で対応できるとの報告を受けております。 
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  しかしながら、４０KL施設は稼働以来大規模な改修工事はなされておらず、１００KL

施設の配管も基本的には昭和６０年当時の設備であり、受入水槽、反応水槽など、各処

理槽についても通常の修繕では対応できない部分もあります。 

  一般的にコンクリートの耐用年数は５０年と考えられていることから、将来的には新

処理施設を新たに建設することが妥当であると思慮しております。 

  この建設時期につきましては、施設延命化によるライフサイクルコストと施設建設に

係るコストのバランスが最良となる時点が目安となると考えておりますので、環境省が

作成した「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き」をもとに、本年度、将来的

な新処理施設建設を前提とした長寿命化計画の作成を進めております。 

  このように、当面は延命化を図ってまいりますが、並行して新処理施設の建設につい

ても検討してまいりたいと考えております。 

  なお、新処理施設の建設場所は、現処理施設北側、旧処理施設跡地に計画したいと考

えています。 

  以上、お答えとさせていただきます。 

  （「終わります。」と鈴木 豊君） 

○議長（神野義孝君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  ３番 勝間田幹也議員 

○３番（勝間田幹也君） 

  ３款の衛生費についてお聞きします。 

  ページは、予算書３８ページとなります。３款２項３目のごみ再資源化施設事業費、

説明欄３、施設運営費の②運営維持管理費についてですが、特別目的会社である「御殿

場・小山エコパートナーズ株式会社」へ支払う施設運営費であると説明を受けました。

その内訳をお聞きいたします。 

  また、焼却センターの運営会社と再資源化センターの運営会社が全くの別会社となり

ますが、両社間の調整等はどのように行われるのかお聞きいたします。よろしくお願い

いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  施設課長 

○施設課長（佐藤暁将君） 

  ただいまの御質問にお答えします。 

  まず、１点目の御殿場・小山エコパートナーズ株式会社に支払う運営維持管理費の内

訳につきましては、施設整備費とよばれる再資源化施設の設計・建設費の一部としてＰ

ＦＩ事業者が銀行から借り入れたプロジェクトファイナンスの割賦料に当たるサービス
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購入料Ａが１，４９０万円余、運営維持管理費のうち固定料金とよばれる人件費や機器

の補修費等に当たるサービス購入料Ｂが７，７００万円余、搬入されるごみ量に伴って

変動する重機の燃料費や資源物を梱包する資材等の料金に当たるサービス購入料Ｃが１

３０万円余となっています。 

  次に、２点目の運営会社の調整等につきましては、再資源化センターの処理工程で発

生した可燃性の破砕残渣等は焼却センターで処理し、焼却センターで発電した電気は再

資源化センターへ送電します。このため、両施設の運営には連携が必要となりますので、

広域行政組合を中心として運営委員会を設置し、運営会社を含む３者による協議を運営

開始後１年間は四半期に１度、２年目以降は少なくとも年１回以上行うことで連絡調整

等を図っていく所存であります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と勝間田幹也君） 

○議長（神野義孝君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて１款、２款、３款の質疑を終結いたします。 

  次に、４款消防費、５款公債費、６款予備費について質疑ありませんか。 

  ３番 勝間田幹也議員 

○３番（勝間田幹也君） 

  ４款の消防費についてお聞きいたします。 

  予算書の４０ページとなります。４款１項１目の常備消防費、説明欄３、消防事業費

の⑤情報通信システム管理事業１億５，０００万円余となっておりますが、説明ではそ

のうちの高機能消防指令センターの延命化事業が８，０００万円余とのことです。市民、

町民の生活に影響を及ぼすことなくこの事業を行うことが担保できるのか。一部説明は

いただいておりますが、更新作業の具体的内容、方法についてお聞きいたします。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（神野義孝君） 

  通信指令課長 

○通信指令課長（村松秀樹君） 

  ただいまの質問について、お答えをさせていただきます。 

  高機能消防指令センターは、市町民からの緊急通報の受付窓口として、消防隊に対す

る迅速な出動指令と市町民の生命と財産を守る重要な役割を担うシステムとなるもので
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す。 

  市町民からの緊急通報は、高機能指令センターの延命化事業に伴う作業中といえども、

市町民からの緊急通報及び出動隊への指令業務に何ら影響を及ぼす心配がないように、

通常時と同等な受付体制を確保し作業を実施いたします。 

  また、機器の更新に伴う全体的なシステムダウンを排除するため、常時、作業員との

作業手順の確認等を密にするとともに、事案輻輳時には、市町民からの緊急通報の受付

業務を最優先とし、一時的な作業の中止等も考慮した柔軟な作業を計画いたします。 

  作業の具体的な内容と方法は、現有の高機能消防指令センターに配備されている指令

台３卓のうち、２卓は稼働状態を維持した状態で、他の１卓の更新作業を行うものであ

り、この作業を順次進めてまいります。 

  高機能指令センターの延命化事業により、機器の安定稼働が可能となり、継続的な市

町民の安心・安全な生活のために、さらなる通信指令業務の向上に努めてまいります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

  （「終わります。」と勝間田幹也君） 

○議長（神野義孝君） 

  ほかに質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて４款、５款、６款の質疑を終結いたします。 

  次に、歳入歳出全般について質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて歳入歳出全般について質疑を終結いたします。 

  以上で、議案第２号に対する質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 



 

- 44 - 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより、議案第２号「平成２９年度御殿場市・小山町広域行政組合一般会計予算に

ついて」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決することに決しました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第２ 管理者提案理由の説明を議題といたします。 

  本議会に提出されました議案第１１号及び議案第１２号について、管理者から提案理

由の説明を求めます。 

  管理者 

○管理者（若林洋平君） 

  それでは、私のほうから説明をさせていただきます。 

  本日、追加提案をいたしました議案の御審議をお願いするに当たり、その提案理由の

概要を御説明申し上げます。 

  議案は、条例案２件でございますが、議案第１１号「御殿場市・小山町広域行政組合

清掃施設条例の一部を改正する条例制定について」及び議案第１２号「御殿場市・小山

町広域行政組合廃棄物の処理に係る手数料徴収条例制定について」は、関連がございま

すので、一括して申し上げます。 

  本２案は、再資源化センターが平成２９年１０月１日から一部稼働を開始する予定で

ございますので、清掃施設に再資源化センターを加える改正を行うとともに、当該施設

で行う廃棄物の処理に係る手数料を徴収するため、所要の改正を行うものでございます。 

  以上で、本日追加提出をいたしました議案の提案理由の説明を終わりといたします。 

  慎重な御審議の上、御賛同をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○議長（神野義孝君） 

  この際、日程第３ 議案第１１号「御殿場市・小山町広域行政組合清掃施設条例の一

部を改正する条例制定について」及び日程第４ 議案第１２号「御殿場市・小山町広域

行政組合廃棄物の処理に係る手数料徴収条例制定について」の２議案を一括して議題と

いたします。 

  当局から内容説明を求めます。 
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  事務局長 

○事務局長（青山修二君） 

  ただいま議題となりました、議案第１１号及び議案第１２号について説明いたします。 

  初めに、今回の改正に至る経緯について申し上げます。 

  平成２７年１０月から整備を進めております「ごみ再資源化施設」については順調な

進捗が図られており、計画どおり本年９月までに第１期工事が完了し、１０月から一部

稼働を開始する予定です。 

  このようなことから、「ごみ再資源化施設」を新たなごみ処理施設として位置づける

とともに、新施設へ搬入される不燃ごみ、粗大ごみ及び資源物に係る処理手数料を、既

存の可燃ごみに係る手数料に追加して定めるものであります。 

  それでは、まず、議案第１１号について説明いたしますので、資料５ 議案書（第２

号）の１ページ及び資料６ 議案資料（第２号）の１ページ、２ページをそれぞれお開

きください。 

  なお、内容説明につきましては、議案資料の新旧対照表によりさせていただきます。 

  第１条は、公衆衛生の向上と資源物の再利用の促進を図るために新たなごみ処理施設

として再資源化センターを設置する旨を、第２条は、この再資源化センターの名称と位

置を定めるものです。 

  第３条及び第４条は、それぞれ再資源化センターを追加するものです。 

  附則は、施行日を、再資源化センターの一部稼働開始に合わせて平成２９年１０月１

日とするものです。 

  次に、議案第１２号について説明いたしますので、資料５ 議案書（第２号）の２ペ

ージ及び資料６ 議案資料（第２号）の３ページ、４ページをお開きください。 

  第１条は趣旨を、第２条は手数料の徴収の方法を定めるものです。 

  第３条は、手数料の額等を定めるものです。具体的な額については別表第１に規定し

ましたので、資料の６ページをお開きください。 

  一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物については、不燃ごみを管理者が指定する

ごみ袋を使用しないで再資源化センターに搬入した場合と、粗大ごみを再資源化センタ

ーに搬入した場合の手数料を新たに定めました。 

  この手数料の額は、１０㎏までが２００円、１０㎏を超えるときは１０㎏を増すごと

に２００円を加算いたします。 

  なお、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物のうち、瓶、缶、ペットボトル、金

属類、小型家電等の資源物については無料となります。 

  事業活動に伴って生じた廃棄物については、資源物を再資源化センターに搬入した場

合の手数料を新たに定めました。 
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  ページは８ページとなりますが、これらの資源物に係る手数料の額は、１０㎏までが

２００円で、１０㎏を超えるときは１０㎏を増すごとに１００円を加算いたします。 

  別表第２は、一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみのうち、困難な処理を必要

とする品目について、別表第１で定める手数料に加算する額を定めるものです。 

  ページは戻っていただいて、３ページ、４ページをお開きください。 

  第４条は手数料の減免について、第５条は手数料の不還付について定めるものです。 

  第５条は、規則への委任を定めておりますが、規則案については資料の９ページ以降

に掲載しておりますので後ほど御確認ください。 

  附則の第１項は、施行日を再資源化センターの一部稼働開始に合わせて平成２９年１

０月１日とするものです。 

  第２項は、経過措置を定めるものです。 

  説明は以上です。 

  御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第１１号について質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

○議長（神野義孝君） 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより、議案第１１号「御殿場市・小山町広域行政組合清掃施設条例の一部を改正

する条例制定について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 
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○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  これより議案第１２号について質疑に入ります。 

  質疑ありませんか。 

  （この時質疑なし） 

○議長（神野義孝君） 

  質疑なしと認めます。 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  まず、本案に対して反対討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  次に、賛成討論の発言を許します。 

  （この時発言なし） 

○議長（神野義孝君） 

  討論なしと認めます。 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより、議案第１２号「御殿場市・小山町広域行政組合廃棄物の処理に係る手数料

徴収条例制定について」を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 

○議長（神野義孝君） 

  日程第５ 「議員の派遣について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本案については、会議規則第１０５条の規定に基づき、お手元の資料７のとおり、当

組合議会行政視察のために議員を派遣したいと思います。 

  なお、日程の変更等、細部の取り扱いについては、あらかじめ議長に一任願いたいと

思います。 

  これに御異議ありませんか。 
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  （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（神野義孝君） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

○議長（神野義孝君） 

  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  これにて平成２９年御殿場市・小山町広域行政組合議会３月定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

                              午後２時０４分 閉会 
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